
物価高騰対策等の実施方法について 

 

令和７年の消費者物価指数が、食料品を中心に前年比 3.2％の上昇であ

る一方、賃上げはこの物価上昇に追い付かず、毎月勤労統計調査によると、

令和７年の賃金指数は実質前年比でマイナス 1.3％となっている。 

また、最近の物価高騰や人件費の上昇に、診療報酬や介護報酬等の改定

が追い付いていないことから、医療機関や福祉施設の経営にも大きな影

響を与えており、とりわけ令和６年度決算においては、全国の公立病院の

83％が赤字となっている。 

 

こうした状況を受け、国は、令和７年 11 月 21 日に閣議決定した「『強

い経済』を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に

変える～」において、生活の安全保障・物価高への対応を第１の柱として、

電気・ガス代への支援や当分の間税率の廃止などを実施するとしたほか、

自治体が地域の実情に応じてきめ細かに生活者や事業者への支援を実施

できるよう、「重点支援地方交付金」を拡充した。 

また、診療報酬や介護報酬等の改定までの緊急的な対応として「医療・

介護等支援パッケージ」を実施することとした。 

 

しかし、生活者支援については、各自治体が「重点支援地方交付金」を

活用して地域の実情に即した取組を独自に実施することが可能となる一

方で、食料品支援、子育て世帯や住民税非課税世帯への現金給付などの全

国共通の課題への対策においても対象者の範囲や金額等に自治体間で違

いが生じている。そのため、全ての地域において共通して実施すべき施策

を講じる場合などは、全国一律の制度設計や地方にとって大きな事務負

担とならないよう国による直接給付の仕組みの検討が必要である。 

国においては、中低所得者の税・社会保険料負担を軽減し、所得に応じ

た手取り増加を図る給付付き税額控除について、「社会保障国民会議」を

設置し検討しており、その早期実現が期待される一方で、地方の事務負担

が増えない仕組みとすべきである。 

 

事業者支援では、「重点支援地方交付金」は、中小企業への支援などに

おいて、地域の実情を踏まえた有効な施策の実施につながっている。 

一方、医療機関や福祉施設への支援については、本来、診療報酬・介護

報酬等の改定によって対応されるべきものであり、事業者が随時利用者

に価格転嫁できないことを踏まえると、著しい物価高騰や人件費等の上
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昇が続いている間は、定時改定の時期に捉われずに、今後も機動的に改定

することが望ましい。 

また、今回の経済対策で措置された「医療・介護等支援パッケージ」は、

全国一律の支援制度となっているが、実際の交付事務の多くを自治体に

担わせる仕組みであり、多くの施設に速やかな支援が求められる中、地方

自治法で公金支出の私人委託が制限されていることなどから、自治体の

事務負担が大きく、交付事務の見直しが必要である。 

 

昨今の中東情勢などにより、さらなる物価高騰が継続していくことが

想定される中、今後も物価高騰対策や経済対策が実施されることを考慮

し、次の事項について特段の措置を講じられたい。 

 

１ 物価高騰に対する生活者支援について、全ての地域において共通し

て実施すべき施策を講じる場合などは、住民の公平性確保や事業効率

の観点から、地方に判断を委ねる「重点支援地方交付金」による仕組み

ではなく、全国一律の制度設計や国による直接給付の仕組みを検討す

ること。 

  また、その実施にあたっては、都道府県及び市町村に事務負担が生じ

ないような仕組みとすること。 

 

２ 診療報酬・介護報酬等については、定時改定の時期に捉われず、物価

や賃金の上昇等を確実に反映して改定を行うこと。 

  暫定的に補助金等で支援を行う場合であっても、国が直接実施する

ことや事業者等に対する補助金等の交付事務について私人委託を可能

とする関係法令の見直しをはじめ、自治体の事務負担軽減を図ること。 
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